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令和８年度 松伏町一般廃棄物処理実施計画（案） 

 

１ 趣旨 

  本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６ 

条の規定に基づき、令和８年度一般廃棄物処理実施計画を以下のとおり定める。 

 

２ 計画期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

 

３ 計画区域 

松伏町全域 

 

４ ごみ処理実施計画 

（１）一般廃棄物の分別区分 

区分 主なもの 

燃えるごみ 
生ごみ、プラスチック製品（ペットボトルを除く）、皮革製品、

ゴム製品等 

カン 飲食料用のカン（飲料、食料用等） 

ビン 飲食料用のビン（飲料、食料用等） 

古紙 新聞紙、雑誌、段ボール、雑紙、紙パック等 

布類 古着、シーツ、カバン、ぬいぐるみ等 

燃えないごみ 

ガラス、せともの類、飲食料用以外のビン・カン、（一辺４０ｃ

ｍ未満）、金属類（鍋、やかん、プライパン等）、傘、ＬＥＤ電

球等 

有害ごみ 
リチウムイオン電池が含まれる製品、乾電池、充電式電池、蛍光

灯、電球、体温計、温度計、小型家電製品等 

危険ごみ 刃物類、スプレー缶、カセットボンベ、ライター等 

ペットボトル ＰＥＴボトル認識表示マークがあり、飲食料用のもの 

粗大ごみ 原則、一辺が４０ｃｍ以上又は三辺の合計が９０ｃｍ以上のもの 

せん定枝・刈草 せん定枝（直径１５ｃｍ以下、長さ１００ｃｍ以下）、刈草 

不法投棄物 廃家電等 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料１ 

2 

 

（２）収集運搬等の方法及び量 

 ア 家庭系ごみ 

区分 計画収集量 排出方法 収集回数 収集方法 実施主体 

燃えるごみ ５,５７７ｔ 
袋（透明・

半透明） 
週２回 集積所 

 

町（委託） 

カン   ７２ｔ 
袋（透明・

半透明） 
月２回 集積所 

ビン  １３４ｔ 
袋（透明・

半透明） 
月２回 集積所 

古紙  ３３７ｔ 

紙袋・透

明・半透明

袋・紐でし

ばる 

月２回 
集積所・ 

拠点回収 

布類   ６４ｔ 
袋（透明・

半透明） 
月２回 

燃えない 

ごみ 
 １１０ｔ 指定袋 月１回 集積所 

有害ごみ   １０ｔ 
袋（透明・

半透明） 
月１回 

集積所・ 

拠点回収 

危険ごみ    ２ｔ 
袋（透明・

半透明） 
月１回 集積所 

ペットボトル   ５２ｔ 
袋（透明・

半透明） 
月２回 

集積所・ 

拠点回収 

粗大ごみ  １４８ｔ －  随時 
戸別収集・ 

直接持込 

町（委託）・ 

排出者 

せん定枝・ 

刈草 
  １７ｔ 指定の方法 随時 直接持込 排出者 

不法投棄物   １７ｔ － － － 町 

 

イ 事業系ごみ 

区分 計画収集量 排出方法 収集回数 収集方法 実施主体 

燃えるごみ １,５８６ｔ 
袋（透明・

半透明） 

随時 

戸別収集 
許可業者・ 

自己処理 

カン ５ｔ 袋（透明・

半透明） ビン ５ｔ 

燃えないごみ １０ｔ 指定袋 

粗大ごみ ３０ｔ － 

せん定枝・ 

刈草 
１８ｔ 指定の方法 直接持込 
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ウ 拠点回収 

施設名 
ペット 

ボトル 
紙パック 古紙・布 充電式電池 

役場本庁舎 ○ ○  ○ 

北部サービスセンター ○ ○   

中央公民館 ○ ○   

多世代交流学習館 ○ ○   

Ｂ＆Ｇ海洋センター ○ ○   

ふれあいセンターかがやき ○ ○   

保健センター  ○   

近藤紙材(株) ○ ○ ○  

丸善商事(株) ○ ○ ○  

 

 

（３）中間処理・資源化の方法及び量 

ア 一次中間処理（東埼玉資源環境組合、リサイクルセンター） 

実施主体・ 

施設名 
処理区分 搬入者 数量 残渣量 処分方法 

東埼玉資源 

環境組合 

焼却 

熱回収 

町（直営）  １４４ｔ 

   ｔ 
（東埼玉数値） 

埼玉県環境整備セ

ンター・県外民間

処分場に埋立 

町（委託） ５,４３３t 

許可業者 １,５８６t 

リサイクル 

センター 

分解 

選別 

圧縮 

町（直営）   １７ｔ 可燃性残渣 

１３２ｔ 
可燃性残渣は東埼

玉資源環境組合へ

搬入、雑芥残渣、

ガラス残渣は民間

中間処理施設へ搬

入し２次処理後、

残渣を埋立 

町（委託）  ３５７ｔ 
雑芥残渣 

 ３１ｔ 
許可業者    ５ｔ 

ガラス残渣 

 ４０ｔ 直接持込   １１９ｔ 

※ガラス残渣量は見込み量による。 
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イ 二次中間処理（雑芥残渣処理・ガラス残渣：民間処理施設） 

実施主体 

施設名 
処理区分 搬入量 最終残渣量 処分方法 

町（委託） 

民間処理施設 

※雑芥残渣 

破砕 

選別 

焼却 

熱回収 

３１ｔ ７ｔ 民間処分場へ埋立 

町（委託） 

民間処理施設 

※ガラス残渣 

破砕 

選別 
４０ｔ   

※ガラス残渣は見込量、最終残渣量は茨城県北茨城市との事前協議量による。 

 

ウ 再資源化の方法及び量 

区分 再資源化の方法 再資源化量 

カン 
鉄とアルミに選別、圧縮梱包して、再資源化事業者

へ売却 
 ６９ｔ 

ビン 
無色、茶色、その他色に選別後、再資源化事業者へ

資源化処理委託 
 ９２ｔ 

古紙 再資源化事業者へ売却し、再資源化処理 ３３７ｔ 

布類 再資源化事業者へ引渡し、再資源化処理  ６４ｔ 

燃えないごみ 

（粗大ごみ含む） 

分解処理後、金属類を選別し、再資源化事業者へ売

却。 
 ６３ｔ 

有害ごみ 
乾電池、蛍光灯に分別して、再資源化事業者へ処理

委託 
 １０ｔ 

危険ごみ 分別して、再資源化事業者へ処理委託   ２ｔ 

ペットボトル 再資源化事業者へ売却し、再資源化処理  ５２ｔ 

せん定枝・刈草 
東埼玉資源環境組合堆肥化施設へ搬入し、破砕、発

酵させ堆肥化 
 ３４ｔ 
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（４）最終処分の方法及び量 

実施主体 区分 搬出先 処理方法 
計画埋立量

（見込み） 

東埼玉資源環境組合 焼却灰 
埼玉県環境整備センター 

県外民間処分場 

埋立 

   ｔ 
（東埼玉数値） 

町（委託） 
不燃残渣 埼玉県環境整備センター  ６０ｔ 

雑芥残渣 民間処分場   ７ｔ 

※計画埋立量（見込み）は、埼玉県寄居町、茨城県北茨城市との事前協議量による。 

 

（５）その他、処理困難物、特別法等により処理すべきもの等 

区分 再資源化の方法 処分方法 

特別法の定めによるもの   

 

特定家庭用機器再商品

化法 

テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍

庫、洗濯機、衣類乾燥機 

指定引取書に持ち込み

又は販売店等による回

収 

資源有効利用促進法 パソコン、蓄電池 

製造メーカー、小型家

電リサイクル法による

認定事業者等による回

収 

二輪車リサイクルシス

テムによるもの 

引取り対象車両となっている二輪

車 

廃棄二輪車取扱店によ

る回収 

消火器リサイクルシス

テムによるもの 

リサイクル対象となっている消火

器 

特定窓口又は指定引取

所による回収 

鉛蓄電池リサイクルシ

ステムによるもの 

リサイクル対象となっている鉛蓄

電池 

販売店又は専門処理業

者による回収 

有害、危険性により生活

環境等に支障をきたす恐

れのあるもの 

毒薬、劇薬、農薬、バッテリー、

ガスボンベ類、ガソリン、シンナ

ー等爆発引火の恐れあるもの 

販売店又は専門処理業

者による回収 

処理施設の機能に支障を

きたす恐れのあるもの 

バイク、車の部品建築廃材（畳、

便器、洗面台、コンクリート、ブ

ロック、レンガなど）、土、石、

耐火金庫、ボウリングの球、ウォ

ーターサーバーなど 

販売店、製造メーカ

ー、専門処理業者等に

よる回収 

 

 

５ 生活排水処理実施計画 

（１）収集運搬等の方法及び量 

区分 計画収集量 収集回数 実施主体 搬入先 

し尿   ７６４ｋｌ 
随時 

町（委託） 
東埼玉資源環境組合 

浄化槽汚泥 ４,４６３ｋｌ 許可業者 
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（２）処理の方法及び量 

施設名 処理区分 処理計画量 処分方法 

東埼玉資源環境組合汚

泥再生処理センター 

固液分離方式 

水処理方式 
５,２２７ｔ 

汚泥は脱水し、助燃材とし

て東埼玉資源環境組合第二

工場へ搬入し焼却 

汚泥分離後の排水は水処理

を行い下水道へ放流 

 

 

６ 処理施設 

（１）中間処理施設（東埼玉資源環境組合、松伏町） 

  ア 焼却施設 

施設名 東埼玉資源環境組合第一工場 ごみ処理施設 

所在地 越谷市増林三丁目２番地１ 

処理方式 全連続燃焼式機械炉 

処理能力 ８００ｔ／日（２００ｔ／日・４炉） 

処理予定量 ７，１６３ｔ 

 

  イ 資源化施設 

施設名 松伏町リサイクルセンター 

所在地 松伏町大字築比地１３０３番地１ 

処理方式 破砕、磁力選別、圧縮 

処理能力 ５ｔ／日未満 

処理予定量 ４９６ｔ 

 

 

（２）中間処理施設（民間処理施設） 

  ア 廃乾電池 

施設名 野村興産株式会社 イトムカ鉱業所 

所在地 北海道北見市留辺蘂町富士見２１７番地１ 

処理対象物 廃乾電池 

形式 水銀回収（破砕加熱処理） 

処理予定量 ９ｔ 
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イ 廃蛍光灯 

施設名 株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン 寄居工場 

所在地 埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山３３０番地１ 

処理対象物 廃蛍光灯 

形式 水銀回収（破砕加熱処理） 

処理予定量 ２ｔ 

    

ウ 雑芥残渣、廃ライター、不法投棄物（廃家電等） 

施設名 株式会社カツタ 

所在地 茨城県ひたちなか市高野１９６８番地２ 

処理対象物 雑芥残渣、廃ライター、不法投棄物（廃家電等） 

形式 破砕、選別、焼却 

処理予定量 ３１ｔ 

 

エ ガラス残渣 

施設名 ガラスリソーシング株式会社 

所在地 千葉県銚子市春日町７４０番地の１ 

処理対象物 ガラス残渣 

形式 破砕、選別 

処理予定量 ４０ｔ 

 

 

（３）資源化処理施設 

ア 堆肥化施設 

施設名 東埼玉資源環境組合 堆肥化施設 

所在地 越谷市増林三丁目２番地１ 

処理方式 破砕 

処理能力 
一時破砕機４．５/h・二次破砕機３t/h・ 

三次破砕機０．９t/h 

処理予定量 ３４ｔ 
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イ 東埼玉資源環境組合第一工場ごみ処理施設の焼却灰等の資源化処理施設 

施設名 資源化予定量 

彩の国資源循環工場   ｔ 

埼玉県リサイクル工場   ｔ 

福島県リサイクル工場   ｔ 

※資源化予定量は東埼玉数値のため現時点で未確定 

 

（４）最終処分施設 

ア 東埼玉資源環境組合第一工場ごみ処理施設の焼却灰等の最終処分施設 

施設名 処理予定量 

埼玉県環境整備センター    ｔ 

福島県民間処分場    ｔ 

山形県民間処分場    ｔ 

山形県民間処分場    ｔ 

秋田県民間処分場    ｔ 

秋田県大館市民間処分場    ｔ 

※資源化予定量は東埼玉数値のため現時点で未確定 

 

イ 不燃残渣の最終処分場 

施設名 埼玉県環境整備センター 

所在地 埼玉県大里郡寄居町三ケ山３６８番地 

対象物 不燃残渣（陶器、瀬戸物類） 

最終処分予定量 ６０ｔ 

※処理予定量は、埼玉県寄居町との事前協議量とする。 

 

ウ 民間最終処分場 

施設名 新和企業有限会社 一般廃棄物管理型最終処分場 

所在地 茨城県北茨城市磯原町木皿８２４ 

対象物 
雑芥残渣、廃ライター、廃家電（家電４品目）中間処理

後の焼却灰 

最終処分予定量 ７ｔ 

※処理予定量は、茨城県北茨城市との事前協議量とする。 
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（５）し尿・浄化槽汚泥処理施設 

施設名 東埼玉資源環境組合第二工場 汚泥再生処理センター 

所在地 八潮市大字八條６８１番地１ 

形式 固液分離方式＋水処理方式＋下水道放流 

処理能力 ２６０ｋｌ／日 

最終処分予定量 
東埼玉資源環境組合ごみ処理施設から発生する焼却灰等

の最終処分量に含まれる。 

 

 

７ 一般廃棄物の排出抑制・再資源化施策 

施 策 具体的な取組内容 

集団資源回収の促進 
ごみの減量化を図るため、集団資源回収奨励補助金を交付す

る。 

ごみと資源物の分別

徹底 

ごみと資源物の分別を徹底するため、ＳＮＳなどを活用し、

啓発活動を行う。また、民間事業者と連携し不用品の有効利

用の促進を図る。 

枝草の堆肥化 
燃えるごみの減量化を図るため、枝草搬入奨励補助金制度及

び公用車（軽トラック）の貸出し事業を継続する。 

人口減少を見据えた

ごみ収集・処理シス

テムの構築 

持続可能なごみ収集・処理体制の構築のため、ごみ収集体制 

・コース見直しを検討する。 

ごみ処理有料化の 

検討 

ごみの発生抑制・排出抑制や再生利用の促進、また負担の公

平性の確保等の観点から東埼玉資源環境組合及び構成市と連

携しながらごみ処理有料化を検討する。 

プラスチック製品の

分別収集 

ごみの発生抑制・排出抑制や再生利用の促進のため、東埼玉

資源環境組合及び構成市と連携しながら統一的なリサイクル

システムの導入を検討する 

災害廃棄物処理等 

体制の強化 

松伏町災害廃棄物処理計画を見直し、災害廃棄物処理体制の

強化、拡充を図る。 

食品ロス削減の啓発 食品ロス削減のため啓発活動を実施する。 
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８ 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業 

（１）許可の方針 

  一般廃棄物処理業許可については、現在、許可証を交付している者において収集能

力に十分な余力があることから、新たな許可はしないものとする。 

  ただし、廃棄物の広域的な処理・リサイクルを促進する観点から必要と認めた場合 

はこの限りではない。 

 浄化槽清掃業については、現在、許可証を交付している者において業務能力が十分 

確保されていることから、新たな許可はしないものとする。 

 

（２）一般廃棄物処理業許可業者 

許可番号 業者名 廃棄物の種類 処理区分 

６－１ 有限会社 松伏清掃事業 
事業系可燃物、特定家庭用機器、 

浄化槽汚泥 
収集運搬 

６－３ 東武商事 株式会社 事業系可燃物、特定家庭用機器 収集運搬 

６－４ 共栄商事 有限会社 浄化槽汚泥 収集運搬 

６－６ 株式会社 十河サービス 事業系可燃物（特定店舗のみ） 収集運搬 

６－７ エスシーエス 株式会社 事業系可燃物、浄化槽汚泥 収集運搬 

６－９ 松伏町環境事業協同組合 事業系ごみ全般 収集運搬 

 

 

（３）浄化槽清掃業許可業者 

許可番号 業者名 処理区分 

６－２ 有限会社 松伏清掃事業 浄化槽清掃 

６－５ 共栄商事 有限会社 浄化槽清掃 

６－８ エスシーエス 株式会社 浄化槽清掃 

※一般廃棄物処理業許可及び浄化槽清掃業許可は、現在、更新手続き中のため、許可業

者については変更の可能性がある。 

 

 

◆備考 

本計画に示す数量等について、注釈がある場合を除き令和６年度実績値とする。 

 


